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阿田和保育園

市木保育所

もうすぐ 1年生
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志原保育所

もうすぐ 1年生

今春、町内の保育所（園）を卒園する園児
は 58人です。
４月から１年生です。
友だちたくさん作って、楽しく元気に小学
校にいこうね！
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防災情報 No.51

防
災
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町では、デジタル戸別受信機の受信状態が良くない世帯に対し、通信事業者が戸別訪問により機器
調整及び屋外アンテナ設置を行っています。ご家庭に設置したデジタル戸別受信機で防災行政無線放
送が受信できない場合は、設置箇所の移動または専用屋外アンテナを設置することで状態が改善する
場合があります。

※デジタル戸別受信機の使用上の注意点
・ 受信機をコンセントに接続し電源を入れると、受信機本体正面のＡＣランプ（緑）が点灯します。
　このＡＣランプ（緑）が常時点灯している状態が正常です。（放送が受信可能です。）
・ 使用している電波が異なるため、以前のアナログ戸別受信機と同じ設置場所では放送が受信で
　きない場合があります。

≪放送が入らない場合の対応≫
・まず、受信機本体のＡＣランプ（緑）の状態を確認してください。

 ①　ＡＣランプ（緑）が点滅している場合 
　→　現在の戸別受信機の設置場所が、電波受信の圏外のため放送が

　　　入りません。緑のランプが常時点灯する場所へ受信機を移動して
　　　ください。

 ②　ＡＣランプ（緑）が常時点灯しているが、放送が入らない場合 
　→　役場 総務課防災係（☎３－０５０５）までご連絡ください。
 ③　家内にＡＣランプ（緑）が常時点灯する場所が無い場合 
　→　役場 総務課防災係（☎３－０５０５）までご連絡ください。

≪デジタル戸別受信機を移動する等をしても放送が受信できない場合≫
　・屋外アンテナの設置等を検討する必要があります。
　・アンテナ設置にかかる基本工事（アンテナから15ｍまでの配線）は無料です。
　・役場から委託を受けた通信業者がご自宅を伺い、電波状況の調査およびアンテナ設置の作業を

　　　行います。
○その他、不明な点がありましたら役場　総務課防災係（☎３－０５０５）までご連絡ください。

防災行政無線戸別受信機から行政放送が聞こえていますか？

 旧戸別受信機（アナログ戸別受信機）の回収について 

旧戸別受信機（アナログ戸別受信機）を下記の場所にて回収しています。デジタル戸別受信機の配
布時により不要となった旧戸別受信機は下記の場所へご返却ください。

なお、回収した旧戸別受信機は、修理・使用可能部品のリサイクル等により被災地等への支援物資
として再利用いたしますので、みなさんのご協力をよろしくお願いします。

【返却場所・時間】 ○ 御浜町役場（本庁）総務課　　平日　８：30 ～ 17：15
○ 尾呂志支所　　　　　　　　　毎週 月、水、金曜日　８：30 ～ 17：15
○ 町民サービスセンター　　　　毎週 月、水、金曜日　８：30 ～ 17：15
○ 神志山連絡所　　　　　　　　毎週 月、水、金曜日　８：30 ～ 17：15

※高齢者のみの世帯で器機の取り外しができない、返却場所までの交通手段の確保が難しい等、上記
の場所での返却が困難な場合は、後日、作業員が回収に伺いますので、役場　総務課防災係（☎３
－０５０５）までご連絡ください。

ACランプ →
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 各地で自主防災組織ブロック会議が開催されました。
御浜町自主防災組織連絡会議（会長　垣

かい

内
と

美
よし

生
お

）が、１月24日（火）志原地区、１月25
日（水）神木地区にてブロック会議を開催し
ました。会議では、防災行政無線デジタル化、
各自主防災の取り組みについての説明、町長
を交えての意見交換が行われました。今後も
各地区においてブロック会議を開催し、各地
区で地域課題を情報共有しながら、自主防災活動の活性化に向けて取り組んでいきます。

各地域での防災への取り組み

 下市木地区　御浜小学校避難所運営委員会がワークショップを開催しました。
１月29日（木）役場くろしおホールにて、下市木地区の７自主

防災組織（浜組、裏組、花崎、市宿、井ノ地、浦地、下組）で構
成された御浜小学校避難所運営委員会（会長　花崎自主防災組織
代表　浦

う ら

狩
か り

貞
さ だ

男
お

）による避難所運営マニュアル策定のためのワー
クショップを開催しました。

今回のワークショップでは、三重大学　水
み ず

木
き

千
ち

春
は る

 特任助教授の
指導のもと、御浜小学校体育館を避難所にした場合の避難所運営・
組織体制・レイアウトについて決定していきました。

今後は避難所運営マニュアルを作成し、内容の確認及び整備を実施していきます。

 消防団員募集！
御浜町消防団は新規入団員を募集しています。
貴方も団員の一員として地域のために活動してみませんか。

【入団資格】町内在住で18歳以上の心身ともに健康な方
【処　　遇】消防団活動に必要な被服付与、公務災害補償、
　　　　　 退職報償金（５年以上勤務した場合のみ）、表彰制度有り
※入団を希望される方は役場　総務課防災係（☎３－０５０５）までご連絡ください。

春の防災予防運動　３月１日（水）～ ３月７日（火）

 全国統一防火標語「消しましょう その火その時 その場所で」 

平成27年中の住宅火災で亡くなった方の約６割は逃げ遅れであり、その内65歳以上の高齢
者が約7割を占めています。住宅用火災警報器を設置することで火災に早く気付き、逃げ遅
れを減らし、命を守ることができます。

設置していますか？住宅用火災警報器

詳しい問い合わせは熊野市消防本部まで！
熊野市消防本部予防課　０５９７－８９－０９９４

購入の際は、国家検定合格
品の商品を選びましょう。

†問い合わせ先†　総務課防災係（担当　芝
し ば

野
の

雄
ゆ う

一
い ち

）☎３－０５０５

ビ
ュ
ー
ビ
ュ
ー

　
火
事
で
す

　
　
火
事
で
す
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オール御浜でごみ減らし隊通信

平成29年１月の燃料ごみの減量化率をお知らせします
町では、平成 27 年４月から資源プラスチック収集を開始するなどの取り組みによる燃料ごみの減

量化を進めており、平成 29 年度に「年間の減量化率 30％」を目指しています。
取り組み前と今年１月のごみの量を比較すると、下記のとおりとなりました。

燃料ごみの減量化が始まって以来、早いものでもう２年が経過しようとしています。
昨年の前半に 30％を大きく超えていた時期がありましたが、その後少しずつ減量化率は低下傾向となっ

ています。
しかし、今もなお資源プラスチックの分別は、みなさんの努力とも相まって町のごみ減量化に大きな効

果をもたらしております。
“『きれいな柔らかいプラスチック』だけを分別して出し、『汚れやニオイの残るもの』は燃料ごみに出す”

昨年からみなさんにお願いしているこの新しい原則を、まず心にとどめていただき、忙しい毎日の生活
の中でもできるところから根気よく、ごみの減量化を押し進めていただくことができるようお願いします。

 ※ごみや資源は、町内で収集に出してください 
ごみや資源を出す際に、最近町内のごみステーションではなく、町外のステーションに出されている方

がいるとの報告を受けております。
一般家庭から出るごみや資源は、本来それぞれの市町で処理を行うこととなっています。
それぞれの市町が、住民のみなさんからお預かりした大切な税金を投じて、少しでもごみを減らしたり、

資源を有効に活用する取り組みを日々行っています。そのためにも町内で生じたごみや資源は、正しく分
別のうえ町のステーションに出していただきますよう、よろしくお願いします。

また、逆に町外の住民の方からごみや資源が持ち込まれる事例も増えております。町外からの持ち込み
が頻繁に行われているところを見かけるようなことがありましたら、生活環境課までご連絡いただきます
ようお願いします。

生ごみの減量化にご協力を！（処理方法などのご紹介）
燃料ごみの中に含まれる生ごみを減らすことは、今後の減量化率の向上や処理経費の削減などにつ

ながる大切な取り組みです。
ご家庭でもできる生ごみの減らし方のコツや方法を、次ページにまとめましたのでご参照ください。

町から購入費用の補助が受けられるものもありますので、詳しくは生活環境課までおたずねください。

26年4月～ 27年１月 28年4月～ 29年１月 減量化率

１，６２６，６２０㎏ １，１６９，０００㎏ ２８．１％
（参考：資源プラスチック収集量累計４２，６７０㎏、家庭の草・小枝収集量累計６２，８７０㎏）

27年１月 29年１月 減量化率

１５９，３１０㎏ １２７，８７０㎏ １９．７％
（参考：資源プラスチック収集量３，７７０㎏、草・小枝収集量２，８４０㎏）
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†問い合わせ先†　生活環境課環境係（担当　橋
は し

村
む ら

守
も り

裕
ひ ろ

）☎３－０５１３

（１）手間をかけずに、できることから！
ふだんの生活の中で、誰にでも実践できる次のことについて、みなさんで取り組んでみてください。
①ご家族みなさんで協力して、食事の食べ残しを出来るだけ出さないようにすることを心がけましょう。
②食品の買いすぎなどをひかえて、賞味期限切れの食品が出ないように心がけましょう。

（２）ちょっとひと手間で、簡単な減量化を！
①調理の時、野菜くずなどを水にぬらさずに分けて置いておけば、余分な水分を含まずに処分できます。
②生ごみを捨てる前に、生ごみの水分をしぼってから出してください。

※「水切りダイエット」という便利グッズを希望者の方に無料でお配りしていますので、ぜひ一度お試
しください。（数に限りがあります。）

（３）便利な道具を使った、生ごみを家庭で処理する方法

（４）まだまだあります！生ごみの処理と活用方法
上記の他にも、衣装ケースを加工した容器を使って生ごみを堆肥にする方法や、黒土を敷き詰めた木製の

容器で生ごみを分解してなくしてしまう方法などもあります。
また、町では生ごみの減量化に取り組んでいる住民有志で構成された「生ごみ減らし隊」が結成され、精

力的な活動が行われております。興味のある方は、生活環境課までお問い合わせください。

種別 外観 使い方や特徴 購入価格と補助の有無 入手方法／活用方法

生ごみ処理容器
（コンポスター）

土の上に容器を置き、
生ごみを草や土と混
ぜて分解。

　→畑での処理向き。

1,000 ～ 10,000 円台
◎町の購入補助あり

農協・ホームセンター・
通信販売など／家庭菜
園・鉢植え等の肥料に
利用可能。

生ごみ処理機
（手動撹

かく

拌
はん

式）

専用チップ材と、水
切りした生ごみを混
ぜて分解。

　→室内の処理向き。

20,000 円台
◎町の購入補助あり

農協・ホームセンター・
通信販売など／家庭菜
園・鉢植え等の肥料に
利用可能。

生ごみ処理機
（電気式）

生ごみを電気の力で
自動かきまぜ・脱臭・
乾燥。

　→重さを 1/5 位に
　　減量可能。

20,000 ～ 60,000 円台
◎町の購入補助あり

家電量販店・通信販売
など／家庭菜園・鉢植
え等の肥料に利用可能。

EMぼかし
（EMバケツ）

密閉容器の中で、Ｅ
Ｍ菌の作用で生ごみ
を発酵・分解。

　→生ごみを肥料に加
　　工可能。

1,000 ～ 3,000 円台
（自作も可能）

◎体験モニター登録者
　への無料配布あり。 町内の取扱い団体を紹

介可能／家庭菜園・鉢
植え・田畑の肥料に利
用可能。

ダンボール
コンポスト

ダンボール箱容器の
中で、細菌が生ごみ
を発酵・分解。

　→水分を含んだ生ご
　　み等を処理可能。

1,000 ～ 2,000 円台
（自作も可能）

◎体験モニター登録者
　への無料配布あり。

※イメージ図
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 三重県・全国の状況は？

日本での自殺者数は減少傾向にあるものの、今なお多くの方が自ら命を落としています。
その数は、全国の交通事故死亡者数と比較すると、約６倍に当たる数字です。

 自殺の主な原因は？
自殺は、人間関係や社会問題が複雑に入り組んで引き起こされ、原因として多い順に、健康問題、

経済・生活問題、家庭問題、勤務問題となっています。
自殺原因トップの健康問題には、心の健康問題が存在していることが多くあります。

 心の健康問題って？
心の病気は心や精神が弱い人がなるものではありません。おかれた状況などにより、誰しもがかか

る恐れのあるものです。
自殺者の９割以上が、自殺前にうつ病、アルコールや薬物の依存症、統合失調症などの心の病気に

かかっていたことがわかっています。もっとも多い原因に、うつ病（気分障がい）があります。
 ○うつ病 ( 状態 ) の症状は？

不眠、食欲低下、味がしない、ゆううつ感、さみしい、不安、人に会いたくない、意欲がわかない、
喜びを感じない、考えがまとまらない、動作が鈍くなる　だるい　など

…まじめで努力家、頑張らないとと思っている人に多く、気持ちの持ち方を変えられない、辛い状
　態です。
…うつ病の初期や回復期は、自殺の危険が高い時期です。

 ○うつ病のサポートは？
本人の回復を気長に待つ姿勢を持つこと
…不用意な励まし、無理な気分転換を勧めることは×
　心身ともに疲れている際の励まし、本人の意欲が回復していないときに気分転換を勧めること　

　　は、当人を苦しめ、追い詰めてしまうことがあります。
十分な休息をとり、早めの受診を
…うつ病の症状のような様子が見られた際は、話を良く聞き、早めの受診を勧める。
大事な決断は健康な状態に戻ってから
…職や財産、家族関係などの大事な決断は、元の状態に戻ってからと促す。

うつ状態では“死ぬしかない”など、視野が狭くなり自殺以外の解決策が見出せない状況になって
いたり、“誰もわかってくれない”と孤独な状態になっていることも有ります。

誰もが心の健康を損なう可能性があります。問題が深刻になる前に、早めに気づき、助けを求める
こと、手を差し伸べることが、いのちを守る第一歩です。

 変化に気づく ・ 耳を傾けねぎらう ・ 支援先につなげる ・ 温かく見守る 

【主な相談先】
○こころの健康センター（三重県）  http://www.pref.mie.lg.jp/KOKOROC/HP/index.htm
　自殺予防・自死遺族 電話相談　　　☎０５９－２５３－７８２３
 　　毎週月曜日13：00 ～ 16：00　※祝日の場合は火曜日。ただし、年末年始を除く。
　依存症専門電話相談　　　　　　 　☎０５９－２５３－７８２６
 　　毎週水曜日13：00 ～ 16：00　※祝日・年末年始を除く
○三重いのちの電話協会　        http://www.jona.or.jp/~mie-inochi/
　☎０５９－２２１－２５２５　毎日　18：00 ～ 23：00
　
†問い合わせ先†　健康福祉課健康づくり係（担当　新

し ん

谷
た に

典
の り

子
こ

）☎３- ０５１１

こころをつなご　いのちをつなご　あしたにつなご
～ 3月は自殺対策強化月間です～

全国 三重県

自殺死者数 ２３，１５２人 ３３９人
（男性16,202人、女性 6,950人） （男性 244人、女性 95人）
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に
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助
成
の
申
請

 ≪下水道を使用しているみなさんへのお願い≫ 
最近、異物が下水道管へ流れ込み、管のつまりやポンプの故障原因となっています。下水道は何で

も流せるものではありません。下水道を使用するみなさん一人ひとりが十分に注意して、ルールを守
り、正しく使うことをお願いします。

○下水道へは以下のものを流さないでください。
【台所では】野菜くず、種、残飯、てんぷら油など
【トイレでは】紙おむつ、生理用品、雑巾など
【風呂、洗面所、洗濯場では】タオル、下着、髪の毛など
【その他】木片、土砂、石、ビニール、廃油、
　　　 玩具、プラスチック類など

 ≪下水道接続工事を済まされていないみなさんへのお願い≫ 
平成14年３月に阿田和地区全ての供用開始を行いました。
御浜町公共下水道条例では ｢供用開始の日から３年以内に当該排水設備を接続しなければならない｣

とされています。
接続を済まされていない方には、生活環境の改善や公共水域の水質改善のために下水道への接続
をお願いいたします。

現在、阿田和地区の約８割の方が下水道へ接続していただいています。

†問い合わせ先†　生活環境課上下水道係（担当　西
に し

　栄
え い

二
じ

）☎３－０５１３

阿田和（山地・向山・上地の一部以外）地区のみなさんへ
公共下水道についてのお願い

【最近下水最終処理場に流れついたもの】

平成28年度任意予防接種費助成を希望される方は、平成29年３月31日までに必要書類をお持ちのう
え窓口に申請してください。なお平成28年度助成対象は、平成28年４月１日以降に接種した人のみに
限らせていただきます。

利用できる任意の予防接種の補助金制度は以下の通りです。

【助成対象期間】平成28年４月１日～平成29年３月31日
【 必 要 書 類 】接種の証明となるもの（母子手帳または接種済証・健康手帳）、領収書、振込口座、印鑑

†問い合わせ先†　健康福祉課健康づくり係（担当　室
む ろ

谷
た に

好
よ し

美
み

）☎３－０５１１

平成28年度 任意予防接種費助成の申請に関するお知らせ
～助成を希望される方は３月中にお手続きをお願いします～

予防接種 対象年齢 助成金額

ロタウイルス
ワクチン

① ２回接種ワクチン（生後６週～ 24 週未満）
② ３回接種ワクチン（生後６週～ 32 週未満）

① １回上限 7,000 円
② １回上限 4,700 円

おたふくかぜ
ワクチン 1 歳以上 4 歳未満

支払い額の２分の１
（上限 3,000 円）
一人１回限り

風しんワクチン ① 妊娠を希望する女性
② 妊婦の夫（パートナー）及び妊婦と同居する家族 一律　5,000 円

高齢者肺炎球菌
ワクチン

65 歳以上
（定期接種非該当で過去に助成を受けたことのない方）

支払い額の２分の１
（上限　4,000 円）
一人１回限り

玩具、プラスチック類

タオル

衣類 石
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今年度も七里御浜海岸において、松林の育
成・保護のために松苗の植樹と林内清掃を行う
GG作戦を開催します。

どなたでもご参加いただけますので、ふるっ
てご参加ください。

【日　時】３月４日（土）９：30開始
【場　所】志原地区（ 志原川河口付近海岸国有林）
※車でお越しの方は農業屋御浜店駐車場（熊野

側）をご利用ください。
※詳しい開催場所等は、御浜町ホームページを
　ご覧ください。

†問い合わせ先†
　農林水産課林業水産係（担当　森

もり

本
もと

良
よし

典
のり

）
　☎３－０５１７

三重県司法書士会が次のとおり無料法律相
談会を開催します。

お困りごとや、聞きたいことなどを司法書
士がお聞きし、アドバイスをいたしますので、
お気軽に申し込んでください。

事前の予約をいただくと相談時間の予約が
でき、詳しい回答がいただけますので出来るだ
け予約してください。

【日　　時】３月18日（土）10：00 ～ 14：00
【会　　場】尾呂志公民館
【相談時間】約１時間
【募集人数】８名（ただし、募集人数を超え
　た場合は時間を延長して対応します。）

【予約申込】下記担当まで、氏名、電話番号、
　簡単な内容等を下記までご連絡ください。

【予約締切】３月16日（木）までに申込みを
　してください。

【当日受付】時間終了までに会場にお越しく
　ださい。

†問い合わせ先†
　住民課戸籍住民係（担当　﨑

さき

本
もと

正
まさ

和
かず

）
　☎３－０５１２

平成28年度GG（グリーングロウ）作戦
開催について

司法書士無料法律相談会
開催のお知らせ

農家のみなさんへお知らせです

青色申告を始めましょう！

青色申告を行っている農業者を対象とした収
入保険制度の導入が決定されました。

■青色申告とは
○「正規の簿記（複式簿記）」と「簡易な方式」

があります。
・簡易な方式は、白色申告にはない現金出納帳

等を整備することが必要です。
○青色申告の主なメリット
・「正規の簿記」の場合は 65 万円を、「簡易な

方式」の場合は 10 万円を所得から控除可能
です。

・損失額を翌年以後３年間（法人は９年間）に
わたって繰り越して、各年分の所得から控
除可能です。

・帳簿をつけることで、自らの経営状況をつか
みやすくなるとともに、金融機関からの信
用を得やすいといった経営上のメリットも
出てきます。

■青色申告を始めるためには
新たに青色申告を始めるためには、個人の場

合、平成 29 年３月 15 日までに、最寄りの税務署
に「青色申告承認申請書」を提出する必要があり
ます。

この申請を行えば、平成 29 年分の所得から、
青色申告を行うことができます（申告時期は平成
30 年２～３月）。

■収入保険制度とは
収入保険制度は、品目の枠にとらわれず、自然

災害による収量減少だけでなく、価格低下なども
含めた収入減少を補てんする仕組みです。
主な内容は、次のとおりです。

○青色申告を行っている農業者（個人・法人）
が対象です。

※５年以上の青色申告実績がある者が基本で
すが、新規就農者などでも、青色申告（簡
易な方式を含む）の実績が１年分あれば加
入できます。

○当年の収入が基準収入の９割（５年以上の青
色申告実績がある場合）を下回った場合に、
下回った額の９割（支払率）を補てんします。

○農業者は、保険料・積立金を支払って加入し
ます。（任意加入）

†問い合わせ先†
　東海農政局　三重支局　地方参事官室
　☎０５９－２２８－３１５１
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■役場の開庁時間
役場の開庁時間は午前８時30分～午後５時15分です。
窓口証明業務（戸籍・住民票・印鑑証明のみ）は午後６時15分まで受付しています。

防衛省では、平成30年春採用予定の陸・海・空
自衛官を募集しています。採用種目、試験日程等
は次のとおりです。

†問い合わせ先†
　自衛隊熊野地域事務所
　☎０５９７－８５－２２１４

【診 療 日】３月５日（日）、12日（日）、
　　　　　19日（日）、20日（祝日）、26日（日）

【診療時間】９：00～12：00、13：00～17：00
【場　　所】

熊野市社会福祉センター（ふれあいセンター）
井戸町750－１（津地方裁判所熊野支部の横）

【診療科目】内科
【電　　話】０５９７－８８－１００１

引越しなどにより水道の使用を「開始」・「中
止」する場合は、事前に生活環境課へ執務時間
内に電話などでお届けください。

特に転出などでお届けがないと、水道を使
用していなくても基本料金が必要となりますの
でご注意ください。

†問い合わせ先†
生活環境課上下水道係（担当　濵

はま

地
じ

靖
やす

章
あき

）
☎０５９７－２２－２２２２

誘惑に負けないで、
　　　　新学期をスタートしよう!!

紀宝警察署メールボックス紀宝警察署メールボックス

春休みから新学期にかけての時期は、生活環
境の変化に伴い、交友関係や活動範囲が広がり
ます。

興味本位で酒やたばこ、危険ドラッグなどの
犯罪に手を出すことは危険です。また、出会い
系サイト、ＳＮＳ等を利用するなどして、性的
被害に遭うこともあります。

犯罪に巻き込まれないためにも、誘惑を断ち
切る強い心で新学期に臨みましょう。

†問い合わせ先†
　紀宝警察署　☎０７３５－３３－０１１０

三重県最低賃金は、平成 28 年 10 月１日から 24
円引き上げられて「時間額 795 円」になりました。

この最低賃金は、年齢・雇用形態（パート・アル
バイトなど）を問わず、三重県内で働く全ての労働
者に適用されます。

なお、特定の産業に該当する事業場で働く労働者
には、特定（産業別）最低賃金が適用されます。

また、最低賃金の引き上げに対応して、中小企
業支援のための業務改善助成金制度や最低賃金ワ
ンストップ無料相談窓口（☎０１２０－３１１－
２６６）を設けていますので、ぜひご活用ください。

†問い合わせ先†
　三重労働局賃金室
　☎０５９－２２６－２１０８

採用種目 受付期間 試験日 受験資格

幹部
候補生

一般
・

技術

３月１日
～

５月 6 日

５月
14,15 日

（飛行要員
のみ

２日間）

20 歳以上
26 歳未満
の者（22
歳未満の
者は大卒

（見込含））

歯科
・

薬剤

３月１日
～

５月 6 日
5 月 14 日

専門の大
卒（見込
含）20 歳
以上 30 歳
未満の者

（薬剤は
20 歳以上
28 歳未満
の者）

自衛官
候補生

（任期制
隊員）

年間を通じて行
っております。

受付時に
お知らせし
ます。

18 歳以上
27 歳未満
の男子

紀南医師会応急診療所

三重県最低賃金が時間額795円に改定

陸・海・空自衛官の募集

水道の「開始」・「中止」手続きをお忘れなく
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ノルディックウォーキングは、クロスカントリース
キーチームの夏場のトレーニングとしてフィンランド
で始まり、現在、ヨーロッパを中心に人気が高まって
います。

２本のポールを使って歩くことで、全身の筋肉を使
い、普通のウォーキングよりエネルギー消費量が約
20％増加します。体力づくりやシェイプアップにも効
果が期待されている注目のエクササイズです。

＜第２回ノルディックウォーキング教室のご案内＞ 御浜町教育委員会、御浜スポーツクラブ共催

好評により、２回目の開催をします。
【日　　時】３月18日（土）９：00 ～ 11：00
【場　　所】寺谷総合公園　管理棟前
【対　　象】18歳以上
【募集人員】12名
【参 加 費】100円（保険代として）
　ただし、みはまスポーツクラブ会員は無料。

【申　　込】御浜町教育委員会
【募集締切】３月13日（月）
　※応募多数の場合は抽選になります。

†問い合わせ先†　教育委員会　教育課生涯学習係（担当　端
は し

地
じ

正
ま さ

尚
な お

）☎３－０５２６

ノ
ル
デ
ィ
ッ
ク
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
教
室
／
特
別
支
援
教
育
支
援
員
募
集

私 た ち 御 浜 町 ス
ポーツ推進委員と
一緒に歩いてみま
せんか！

町内小学校及び中学校に在籍する様々な障がいをもつ児童生徒への、学校生活上の介助や学習活動
上の支援を図るための職員を募集します。

【職種及び採用予定数】
職種：特別支援教育支援員（臨時）
採用予定数：予算の範囲内で任用

【受験資格】次の要件を満たす者
　① 御浜町に平成29年４月１日現在で在住または、在住を予定している者
　② 平成29年４月１日現在で満20歳以上65歳未満の者
　③ 学校教育及び特別支援教育等に理解・関心のある者

【試験期日】３月12日（日） ９：00～12：00
【試験会場】役場３階　くろしおホール及び第５会議室
【試験内容】作文試験30分、面接試験
【受験願書等の配布・受付期間】
　２月20日（月）～３月6日（月）までの土日を除く役場執務時間内
　勤務条件等、詳しくは下記までお問い合わせください。

†問い合わせ先†　教育委員会学校教育係（担当　矢
や

田
だ

哲
て つ

也
や

）☎３－０５２６

ノルディックウォーキングを体験してみませんか

平成29年度特別支援教育支援員を募集します
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障がい者相談窓口のご利用について

年金だより
離職された時は年金の手続きを

お願いします
国民年金制度では、国内に居住する20歳以

上60歳未満のすべての方に加入が義務付けら
れています。国民年金の加入種別は下記の３
種類があり、種別が変わったときは届出が必
要です。届出を忘れると、年金を受け取れな
いこともあります。忘れずに手続きをお願い
します。

国民年金の加入種別
○第１号被保険者：自営業者、農林漁業者、　
　学生など
○第２号被保険者：厚生年金に加入している
　方（会社員・公務員など）
○第３号被保険者：第２号被保険者に扶養さ
　れている配偶者

第２号被保険者の方が離職された場合、お
住まいの市区役所・町村役場で第１号被保険
者の資格取得手続きをして保険料を納めるこ

とになります。また、離職された方の配偶者も、
第３号被保険者から第１号被保険者への変更
手続きが必要になります。

【手続きに必要なもの】

・年金手帳等、基礎年金番号が確認できるもの
・離職年月日が確認できるもの
　（離職票、雇用保険受給資格者証など）
・認め印
※保険料を納めることが経済的に困難な方に

は、申請により保険料の納付が免除または
猶予される制度があります。（所得制限あり）

†問い合わせ先†
住民課保険年金係（担当　今

いま

西
にし

千
ち

妃
ひ

路
ろ

）
☎３－０５１２
尾鷲年金事務所　
☎０５９７－２２－２３４０

昨年４月から障害者差別解消法が施行され、一人ひとりの困りごとに合わせた「合理的配慮」の提
供が行政・事業者に義務化されました。町でも、この法律に基づき「御浜町における障害を理由とす
る差別の解消の推進に関する対応要領」を定め、町職員が適切に対応するなど、障がい者差別の解消
に向けて取り組むこととしています。

障がい等により「筆談が必要」であるとか、「文字が書きにくい」「声が聞き取りにくい」といった
事など、各々の状況に合わせた出来る限りの配慮をさせていただきますので、必要な対応についてご
気軽にお申し出ください。

また、行政機関や事業所などから「不当な差別的取扱い」を受けている場合や「合理的配慮」の提
供をしてもらえなかったとき等は、下記の相談窓口までご相談ください。

†相談窓口・問い合わせ先†
　総務課総務係（担当　阪

さ か

口
ぐ ち

和
か ず

美
み

）☎３－０５０５
　健康福祉課福祉係（担当　野

の

地
じ

本
も と

将
ま さ

永
の り

）☎３－０５１５

障
が
い
者
相
談
窓
口
／
年
金
だ
よ
り
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赤
ち
ゃ
ん
／
臨
時
保
育
士
募
集
／
広
報
文
芸
／
あ
と
が
き

　早いもので、年が明けて２か月が経ちまし
た。３月は各所で卒園式・卒業式が行われま
す。今までお世話になった先生や校舎に別れを
告げ、進学など新たな道に進むと思いますが、
残りわずかな保育生活・学校生活を大切に過ご
してほしいと思います。
　２・３ページに「もうすぐ一年生」と題し
た、町内各保育所（園）の年長さんを中心とし
たページがあるので、ぜひご覧ください。
　今回の表紙ですが、認定子ども園 志原保育所

で、行われた節分の豆まきです。
　２月３日の節分の日に、町内各保育所（園）
で豆まきが行われました。取材した認定子ども
園 志原保育所では、鬼が現れると豆に見たてた
丸めた新聞紙を鬼に投げ、鬼退治をしていまし
た。涙あり、笑いありの楽しい保育所の節分で
した。
　また、定期的に役場庁舎１階の飾りつけを行
っています。２月のバレンタインの飾りつけが
終わり、３月は雛祭りの飾りつけをしてます。
ぜひ役場に足を運んでいただき、ご覧いただけ
たら嬉しいです。
　　　　　　（総務課　総務係　久

く

保
ぼ

貴
たか

翔
と

）

あとがき

人  口 8,942人 （－30人）

　男 4,183人 （－10人）

　女 4,759人 （－20人）

世帯数 4,264戸 （－  9戸）

２月１日現在の人の動き

平
成
二
十
九
年
三
月
号　

御
浜
町
俳
句
会

新あ
ら

玉た
ま

の　

光ひ
か
り

を
曳ひ

き
て　

雀
す
ゞ
め

来く

る�

下し
も

川か
わ　

幸さ
ち

子こ

主ぬ
し

亡な

く
も　

臥が

竜り
ゅ
う

の
梅う

め

の　

ほ
こ
ろ
び
ぬ�

山や
ま

本も
と　

要よ
う

子こ

友と
も

と
聞き

く　

冬ふ
ゆ

夕ゆ
う

映ば

え
の　

寄よ
せ

太だ
い

鼓こ�
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笑
し
ょ
う

涙る
い

ブランクのある方もお気軽にお問い合わせく
ださい。

【賃　　金】日額7,750円～ 8,250円
　　　　　（経験年数による）

【手　　当】通勤手当、
　　　　　賞与（年間最大20日分）

【資格要件】保育士資格
【勤 務 先】町内の認定こども園または保育所
【勤務予定】平成29年４月１日から
※詳細はハローワーク熊野へお問い合わせくだ

さい。（☎０５９７－８９－５３５１）
※応募にあたっては、ハローワークの紹介状が

必要です

†問い合わせ先†
　健康福祉課子ども家庭室（担当　松

ま つ

浦
う ら

　豊
ゆたか

）
　☎３－０５０８

♥  阿田和 

♥

♥  志　原 

♥

田中　寛
かん

玄
げん

く
ん

裕
ゆう

也
や

さ
ん・あゆみさ

ん

前　暁
あき

翔
と

く
ん

秀
ひで

樹
き

さ
ん・礼

れい

子
こ

さ
ん

山門　蒼
そう

輝
き

く
ん

涼
りょう

さ
ん・沙

さ

和
わ

さ
ん

若井　大
や ま と

和く
ん

俊
しゅん

介
すけ

さ
ん・美

み

保
ほ

さ
ん

平成28年12月１日
～31日届出分

は
じ
めまし

て

御浜町臨時保育士を募集します
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の カレンダーくらし
1 水

金物資源、金物・プラスチックごみ収集日
（阿田和・尾呂志地区）

ありんこ広場　9：30～11：30　御浜町福祉健康センター
ミニバスケットボール教室　18：00～19：30　御浜小体育館
ゴルフ教室　19：00～21：00　みはまＧＧ

2 木
資源プラスチック収集日
卓球教室　19：00～21：00　阿田和中学校
ストレッチ・エクササイズサークル　10：00～11：10　中央公民館

3 金 子どもの広場　9：30～11：30　御浜町福祉健康センター
太極拳教室　19：00～20：30　志原公民館

4 土 ミニバスケットボール教室　13：30～15：30　御浜小体育館
ゴルフ教室　9：30～12：00　清掃センター

5 日 資源持込日　8：00～12：00　くるくるタウン

6 月 紙、衣類等資源収集日（市木・神志山地区）
サッカー教室　19：00～20：30　御浜中グラウンド

7 火 卓球教室　19：00～21：00　阿田和中学校

8 水

年金相談　10：00～14：00　役場２階第３会議室
金物資源、金物・プラスチックごみ収集日

（市木・神志山地区）

ゴルフ教室　19：00～21：00　ダイヤモンドヒル

9 木

弁護士相談（要予約）　13：30～15：30　役場３階第５会議室
庭の草・小枝収集日　
卓球教室　19：00～21：00　阿田和中学校
ストレッチ・エクササイズサークル　10：00～11：10　中央公民館

10 金

ちょっと気になる子ども相談（要予約）　役場３階和室
子育て相談　9：30～11：30　御浜町福祉健康センター
子どもの広場（自主活動）　9：30～11：30　御浜町福祉健康センター
太極拳教室　19：00～20：30　志原公民館

11 土 ゴルフ教室　9：30～12：00　清掃センター

12 日 資源持込日　8：00～12：00　くるくるタウン

13 月

紙、衣類等資源収集日（阿田和・尾呂志地区）
うんどう教室（自主活動）　10：00～11：30　御浜町福祉健康センター
バレーボール教室　17：30～19：00　御浜中体育館
サッカー教室　19：00～20：30　御浜中グラウンド

14 火 内臓脂肪すっきり教室（要予約）　９：30～13：00　御浜町福祉健康センター
卓球教室　19：00～21：00　阿田和中学校

15 水
行政･人権･心配ごと相談　9：00～12：00　役場３階第５会議室
ビン類資源・ペットボトル･トレー資源、ビン類ごみ収集日

（阿田和・尾呂志地区）
ゴルフ教室　19：00～21：00　みはまGG

16 木
資源プラスチック収集日
卓球教室　19：00～21：00　阿田和中学校
ストレッチ・エクササイズサークル　10：00～11：10　中央公民館

17 金 大腸がん検診（要予約）　8：30～12：00　役場
子どもの広場（自主活動）　9：30～11：30　御浜町福祉健康センター

18 土 ミニバスケットボール教室　13：30～15：30　御浜小体育館
ゴルフ教室　9：30～12：00　清掃センター

19 日 資源持込日　8：00～12：00　役場

20 月 バレーボール教室　17：30～19：00　御浜中体育館
サッカー教室　19：00～20：30　御浜中グラウンド

21 火 多重債務者相談（要予約）　10：00～12：00　役場３階第５会議室
卓球教室　19：00～21：00　阿田和中学校

22 水

ビン類資源・ペットボトル･トレー資源、ビン類ごみ収集日
（市木・神志山地区）

ミニバスケットボール教室　18：00～19：30　御浜小体育館
ゴルフ教室　19：00～21：00　ダイヤモンドヒル

23 木
資源プラスチック収集日
４か月児・10か月児健診（個別通知）　熊野市保健福祉センター
卓球教室　19：00～21：00　阿田和中学校
ストレッチ・エクササイズサークル　10：00～11：10　中央公民館

24 金 太極拳教室　19：00～20：30　志原公民館

25 土 ミニバスケットボール教室　13：30～15：30　御浜小体育館
ゴルフ教室　9：30～12：00　清掃センター

26 日 粗大ごみ収集日（持込・訪問）
資源持込日　8：00～12：00　くるくるタウン

27 月
紙、衣類等資源収集日（市木・神志山地区）
バレーボール教室　17：30～19：00　御浜中体育館
サッカー教室　19：00～20：30　御浜中グラウンド

28 火 卓球教室　19：00～21：00　阿田和中学校

29 水 ミニバスケットボール教室　18：00～19：30　御浜小体育館
ゴルフ教室　19：00～21：00　みはまＧＧ

30 木 卓球教室　19：00～21：00　阿田和中学校
ストレッチ・エクササイズサークル　10：00～11：10　中央公民館

31 金 太極拳教室　19：00～20：30　志原公民館

３　　…ごみ関係（生活環境課　☎３－０５１３）
　　…健康づくり係関係（健康福祉課　☎３－０５１１）
　　…みはまスポーツクラブ関係（事務局　☎090－2060－3151）
※ゴルフ教室以外の屋外種目は、雨天時中止（不明な場合は、お問い合わせください。）

３月の納税期限
●国 民 健 康 保 険 税 　　 第９期

●後期高齢者医療保険料　　　第９期

納期限　３月３１日（火）
※納税は便利で確実な口座振替をどうぞご利用ください。
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みて見てみはま

町内中学生３年生が議員となり議会体験を行う、中学生議会が役場議場で行われました。模擬議
会では３校の生徒代表14名が一般質問を行い、人口問題、町の施設、英語教育等の課題について質
問しました。

生徒たちは町の行政の仕組みを知り、議会制民主主義や地方自治の意義や仕組みを学びました。
また、選挙権が18歳に引き下げられたことに伴い、落語家　柳

や な

家
ぎ や

一
い っ

琴
き ん

さんをお招きし、落語を取
り入れながら選挙の大切さや一票の尊さを講演していただきました。

１／21（土）御浜町中学生議会＆教育講演会

租税教室を受ける児童たち

議場で議会体験する生徒たち 柳家一琴さんによる講演

１月23日（月）に神志山小学校、26日（木）
に阿田和小学校で税の教室が行われました。こ
の教室は児童に対し健全な納税意識を養うこと
を目的に、尾鷲税務署と役場税務課が協同して
実施されました。

税務課職員が講師役となり、児童たちは税金
の種類や税金が何に使われているかについて学
びました。

児童たちは「税金のことは今までよく分から
なかった。税金が様々な所に使われていて、と
ても大事なものであると学んだ。」と話してい
ました。

１／23（月）神志山小学校、１／26（木）阿田和小学校　租税教室

退任した北地さん（左から２番目）と新任の﨑久保さん
（左から３番目）、河辺さん（左から４番目）

人権擁護委員の委嘱状伝達式が、役場町長室で
行われました。

人権擁護委員は人権擁護委員法に基づいて人権
相談を受け、人権の考えを広める活動をする民間
ボランティアです。市町村の推薦を得て法務大臣
が委嘱するものです。

相談所等での人権相談に応じたり、啓発活動、
人権侵害による被害者の救済が主な活動で、新任
の﨑

さき

久
く

保
ぼ

義
のり

子
こ

さん、河
かわ

辺
べ

栄
えい

作
さく

さんのほか、和
わ

田
だ

行
ゆき

雄
お

さん、山
やま

田
だ

裕
ゆう

一
いち

さんが委員を務めています。
また、委員を三期の９年間務めた北

きた

地
じ

哲
てつ

子
こ

さん
に感謝状が贈呈されました。

１／18（木）人権擁護委員委嘱状伝達式


